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指定種別：市指定文化財 

指 定 日：昭和 53 年 11 月 28 日 

所 在 地：個人蔵 

制 作 年：江戸時代 

寸  法：天和 高さ 43.6 ㎝ 幅 104.8 ㎝ 

     明和 高さ 35.2 ㎝ 幅 107.5 ㎝ 

     捨馬 高さ 40.0 ㎝ 幅 74.0 ㎝ 

銘  文：下記参照 

 

 

 制札とは高札のことで、室町時代から近世になって最も普及した制札刑事の方式で、百

姓町人などに発した掟書き、禁令法度を板札に書いて掲げたものです。幕府は特に島原の

乱後、きりしたん宗門(キリスト教)を禁制とし、訴人は賞し、信者は重罰にしています

が、制札により周知を図りました。 

制札（天和・明和・捨馬）の所有者の先祖は、苗字帯刀を許され、栗林村の肝煎を勤め

た人で、制札は大槌代官を通じて渡され管理にあたりました。制札の場所は、栗林町沢田

の札場という屋号の家の近くであると推考されます。 

このうち、天和２年の制札は、釜石市に残っている唯一のきりしたん禁制の制札で、極

めて重要なものです。明和７年の徒党、強訴、逃散の禁制の制札及び捨馬禁制の制札が現

存しており、あわせて有形文化財として指定されています。 

なお制札は、明治２年代官所の廃止の際に取りはずされています。 

 

【きりしたん禁制の制札（天和）】 

 



 

【徒党・強訴・逃散の禁制の制札（明和）】 

 

【捨馬禁制の制札】 
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